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中小企業経営者の年齢は66歳前後がピークで、今後5

年間で30万人以上の経営者が70歳以上になるとされて

います。多くの企業が事業承継のタイミングを迎えますが、 

事業承継には 5～10 年という長期間の準備が必要です。

後継者の育成を考えると、社長が60歳を超えたなら、事

業承継の準備に取り掛かりましょう。 

後継者が決まっていれば、その育成があり、後継者が

いなければ、第三者への譲渡など、将来を見据えた準備

が必要です。 

（１）親族への承継 
社長の子や親族への承継の場合、後継者を早期に決め

ることで長期にわたる準備期間が確保できるうえ、相続

等によって株式等を後継者に移転することができます。 

（２）役員・従業員への承継（親族外承継） 
『2016 年版中小企業白書』によれば、近年は、経営

者に子供がいても、事業の将来性や安定性へのリスク懸

念から、親族内承継は３割台にまで落ち込み、役員や従

業員の中から後継者を選ぶ割合が６割を超えています。 

社内で長年働いてきた役員・従業員が後継者であれば、

経営方針等の一貫性が保たれ、内外からも受け入れやす

くなります。一方で、親族株主の了解と協力を得て、後

で紛争が起きないようにしておかなければなりません。 

役員・従業員が承継する場合の課題だった資金力につ

いても、種類株式、持株会社、従業員持ち株会の活用、

親族外後継者にも事業承継税制が適用されるなど、より

承継しやすい環境が整ってきています。 

（３）社外への引き継ぎ（Ｍ＆Ａ等） 
親族や社内にも後継者がいなければ、株式譲渡や事業

譲渡によって社外へ引き継ぐ方法（いわゆるＭ＆Ａ）が

あります。この方法は、会社売却による社長のリタイア

後の資産の確保だけでなく、従業員の雇用や取引先との

関係の継続性を保てる可能性があります。 

（４）後継者が継ぎたくなる会社に！ 
 事業承継の大きな課題は、後継者が見当たらない（候

補者がいても、引き継ぎたがらない）ことです。事業承

継は、後継者候補にとっても、人生の大きな選択ですか

ら、会社の業績が低迷していて、事業に将来性を感じら

れなければ、事業を引き継ぐ意思が固まりません。 

 社長が築き上げた会社を誰かに引き継ぎたいとの思い

だけでなく、黒字化に向けた経営改善に取り組み、企業

価値を高めましょう。 

【図表】中小企業の経営者年齢の分布（年代別）

後継者が安定した経営を行うために、３つの経営資源

（人・資産・知的資産）をいかに引き継ぐかが重要です。 

（1）人の承継 
 社長は、後継者との対話を通じて、経営理念、経験やノ

ウハウ、取引先との関係などを引き継ぎます。後継者が経

営に必要な能力を身につけるには 5～10 年が必用とされ

ます。 

（２）資産の承継 
 会社の保有する設備や不動産などの事業用資産、自社株

式など、事業に必要な資産について、社長の保証関係も含

め、いつどのように後継者に引き継ぐかを計画します。 

 株式の贈与・相続には、税負担の問題があるため、後継

者に資金力がないと株式等が分散し、承継後の経営が不安

定になるおそれがあります。税理士と相談し、税負担に配

慮した方法を検討しましょう。 

（３）知的資産の承継 
 知的資産とは、人材、技術、ノウハウ、ブランド力、信

用、組織力、経営理念、顧客との関係など、貸借対照表上

に表れない経営資源の総称であり、企業の競争力の維持と

事業の継続性のために、必ず承継しなければならない資産

です。 

 承継にあたっては、社長が自社の沿革や取り組みを振り

返り、自社の経営の強み・価値の源泉を整理して、後継者

との「対話」によって認識を共有化していくことになりま

す。 
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ベイヒルズ税理士法人では、相続税を始めとする資産税に関して、ご相談を承っております。 

経験・知識豊富な専任スタッフが、資産税に関するあらゆることに対応させていただきます。 

どうぞお気軽にお問い合わせください。 

資産税課専用 0120-045-513

後継者をどうするか～３つの承継パターン～

人・資産・知的資産 ３つの経営資源を引き継ぐ

（万人） 


